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監 査 結 果 報 告 公 表 

新潟県監査基準（令和２年２月25日監査委員決定）に準拠し、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１

項、第２項及び第４項の規定に基づく監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を

次のとおり公表する。 

令和４年10月28日 

新潟県監査委員 八 木 浩 幸 

新潟県監査委員 柄 沢 正 三 

新潟県監査委員 秋 山 三枝子 

新潟県監査委員 岡   俊 幸 

１ 監査の対象 

 地方自治法第199条第１項に規定する財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに同条第２項に 

規定する事務の執行（以下「財務事務の執行等」という｡)を対象として監査を実施した。 

２ 監査の着眼点（評価項目） 

  監査委員による監査は、財務事務の執行等が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるよう 

にし、その組織及び運営の合理化に努めているかといった観点から監査するものである。 

３ 監査の実施内容 

  財務事務の執行等について、新潟県監査基準に基づき、監査対象所属から資料の提出を求め、その内容を確 

認するなどの方法により監査を実施した。また、その他の監査等において得られた知見を利用した。 

４ 監査の結果 

  財務事務の執行等について、上記のとおり監査した限りにおいて、監査対象所属ごとの監査結果は、次のと 

おりである。 
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普通会計
（県民生活・環境部）

対象年度 対象期間

令和４年７月29日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

（農林水産部）

対象年度 対象期間

令和４年７月28日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

（土木部）

対象年度 対象期間

令和４年６月９日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

（新発田地域振興局）

対象年度 対象期間

令和４年７月７日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

（新潟地域振興局）

対象年度 対象期間

令和４年７月５日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

令和４年６月24日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

令和４年７月６日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

農産園芸課 　適正と認めた。

文化振興課 　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

流域下水道事務所 　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

健康福祉環境部

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項
　交通事故に関する事項
　個人情報の取扱いに関する事項

（指摘事項）
１　生活保護費徴収金収入（生活保護法第78
　条）について、決算日現在、過年度調定分
　43件1,107,824円が未納となっていた。
　　未納額の早期収納に努められたい。

２　子ども家庭費負担金収入について、決算
　日現在、過年度調定分235件2,606,500円が
　未納となっていた。
　　未納額の早期収納に努められたい。

地域整備部 （指摘事項）
　急傾斜地崩壊対策工を実施するために取得
した県有地の斜面からの落石による建物損傷
事故が発生し、相手方に1,901,460円の損害
賠償をしたものがあった。
　施設の管理に万全を期されたい。

（注意事項）
　収入事務手続に関する事項
　物品の管理に関する事項
　交通事故に関する事項
　法令事務手続きに関する事項

巻農業振興部 （注意事項）
　物品の管理に関する事項

新潟港湾事務所 （注意事項）
　歳入の収納に関する事項
　負担金の交付に関する事項
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（三条地域振興局）

対象年度 対象期間

令和４年７月22日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

（長岡地域振興局）

対象年度 対象期間

令和４年６月24日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

令和４年８月１日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

令和４年６月21日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

令和４年７月26日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

（上越地域振興局）

対象年度 対象期間

令和４年６月28日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

令和４年６月28日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

令和４年６月14日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

令和４年６月30日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

（教育庁）

対象年度 対象期間

令和４年７月29日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

農業振興部 （注意事項）
　県有財産の管理に関する事項
　交通事故に関する事項

地域整備部　小千谷維持
管理事務所

（注意事項）
　県有財産の管理に関する事項
　県管理施設の維持管理に関する事項
　法令事務手続きに関する事項

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

企画振興部 （注意事項）
　支出事務手続に関する事項
　交通事故に関する事項

地域整備部 （注意事項）
　物品の管理に関する事項
　県管理施設の維持管理に関する事項

地域整備部　与板維持管
理事務所

（注意事項）
　県有財産の管理に関する事項

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項
　支出事務手続に関する事項
　契約及び履行確認に関する事項
　交通事故に関する事項

妙高砂防事務所 　適正と認めた。

直江津港湾事務所 （注意事項）
　支出事務手続に関する事項
　物品の管理に関する事項
　物品に係る帳簿及び書類等に関する事項

企画振興部 　適正と認めた。

健康福祉環境部 （指摘事項）
　子ども家庭費負担金収入について、決算日
現在、過年度調定分496件6,200,524円が未納
となっていた。
　件数、金額とも増加しているので、具体的
な回収手法の見直しを行い、未納額の早期収
納に努められたい。

文化行政課 　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

 

 


